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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和1年11月14日(2019.11.14)

【公開番号】特開2019-26912(P2019-26912A)
【公開日】平成31年2月21日(2019.2.21)
【年通号数】公開・登録公報2019-007
【出願番号】特願2017-149937(P2017-149937)
【国際特許分類】
   Ｂ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ   1/147    (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ  27/255    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｙ
   Ｂ２２Ｆ    3/00     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｆ    1/147    １６６　
   Ｈ０１Ｆ   27/24     　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｆ    1/147    １９１　

【手続補正書】
【提出日】令和1年10月1日(2019.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧粉磁心に用いられ、少なくとも２種類の粒径の粉末を混合した圧粉磁心用粉末（１）
であって、
　複数の結晶粒（２）を備え、
　前記結晶粒の各結晶粒径（Ｄ）、および、前記結晶粒径が測定された前記結晶粒の個数
に対する各結晶粒径における前記結晶粒の個数の割合である個数比率（Ｒｖ）のプロット
において、
　前記圧粉磁心用粉末の断面を用いて測定された前記結晶粒の各結晶粒径および前記個数
比率をプロットしたときに、２つの極大値（Ｒｖ１、Ｒｖ２）を有し、
　一方の極大値を第１極大値（Ｒｖ１）とし、他方の極大値を第２極大値（Ｒｖ２）とす
ると、
　前記第１極大値に対応する結晶粒径（Ｄｖ１）は、前記第２極大値に対応する結晶粒径
（Ｄｖ２）よりも小さく、
　前記第２極大値に対応する結晶粒径が５０μｍ以上であり、前記第２極大値が５－３５
％である圧粉磁心用粉末。
【請求項２】
　前記圧粉磁心用粉末の断面を用いて測定されたメジアン径（Ｄ５０）が３０μｍ以下で
ある請求項１に記載の圧粉磁心用粉末。
【請求項３】
　圧粉磁心に用いられ、少なくとも２種類の粒径の粉末を混合した圧粉磁心用粉末（１）
であって、
　複数の結晶粒（２）を備え、
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　前記結晶粒の各結晶粒径（Ｄ）、および、前記結晶粒径が測定された前記結晶粒の個数
に対する各結晶粒径における前記結晶粒の個数の割合である個数比率（Ｒｖ）のプロット
において、
　光を用いて測定された前記結晶粒の各結晶粒径および前記個数比率をプロットしたとき
に、２つの極大値（Ｒｖ１、Ｒｖ２）を有し、
　一方の極大値を第１極大値（Ｒｖ１）とし、他方の極大値を第２極大値（Ｒｖ２）とす
ると、
　前記第１極大値に対応する結晶粒径（Ｄｖ１）は、前記第２極大値に対応する結晶粒径
（Ｄｖ２）よりも小さく、
　前記第２極大値に対応する結晶粒径が２１２μｍ以上であり、前記第２極大値が５－３
５％である圧粉磁心用粉末。
【請求項４】
　光を用いて測定されたメジアン径（Ｄ５０）が１８０μｍ以下である請求項３に記載の
圧粉磁心用粉末。
【請求項５】
　目開き９０μｍ以上、かつ、１８０μｍ以下である篩を通過可能な第１粒子（２１）と
、
　目開き２１２μｍ以上、かつ、２５０μｍ以下である篩を通過可能な第２粒子（２２）
と、
　を備え、
　前記圧粉磁心用粉末の重量に対する前記第２粒子の重量比は、２０％以上、５０％以下
である請求項１から４のいずれか一項に記載の圧粉磁心用粉末。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の圧粉磁心用粉末で形成されている圧粉磁心。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本開示は、圧粉磁心に用いられ、少なくとも２種類の粒径の粉末を混合した圧粉磁心用
粉末（１）であって、複数の結晶粒（２）を備える。
　第１の態様の圧粉磁心用粉末は、結晶粒の各結晶粒径（Ｄ）、および、結晶粒径が測定
された結晶粒の個数に対する各結晶粒径における結晶粒の個数の割合である個数比率（Ｒ
ｖ）のプロットにおいて、圧粉磁心用粉末の断面を用いて測定された結晶粒の各結晶粒径
および個数比率をプロットしたときに、２つの極大値（Ｒｖ１、Ｒｖ２）を有する。一方
の極大値を第１極大値（Ｒｖ１）とし、他方の極大値を第２極大値（Ｒｖ２）とする。
　第１極大値に対応する結晶粒径（Ｄｖ１）は、第２極大値に対応する結晶粒径（Ｄｖ２
）よりも小さい。第２極大値に対応する結晶粒径が５０μｍ以上であり、第２極大値が５
－３５％である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　第２の態様の圧粉磁心用粉末は、結晶粒の各結晶粒径（Ｄ）、および、結晶粒径が測定
された結晶粒の個数に対する各結晶粒径における結晶粒の個数の割合である個数比率（Ｒ
ｖ）のプロットにおいて、光を用いて測定された結晶粒の各結晶粒径および個数比率をプ
ロットしたときに、２つの極大値（Ｒｖ１、Ｒｖ２）を有する。一方の極大値を第１極大
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値（Ｒｖ１）とし、他方の極大値を第２極大値（Ｒｖ２）とする。
　第１極大値に対応する結晶粒径（Ｄｖ１）は、第２極大値に対応する結晶粒径（Ｄｖ２
）よりも小さい。第２極大値に対応する結晶粒径が２１２μｍ以上であり、第２極大値が
５－３５％である。
　さらに、本開示は、上記圧粉磁心用粉末により形成された圧粉磁心として提供される。
　上記圧粉磁心用粉末と同様の効果を奏する。
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